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15. ものづくり産業振興

製造産業局 参事官室／ 参事官 宮川 正

１．施策の目的

ものづくり産業におけるイノベーションの促進や、

国際事業展開の支援、差別化・高付加価値化の促進、

さらには安全・安心な国民生活や環境問題の解決につ

ながるものづくり等を推進することによって、我が国

製造業の国際競争力強化を実現するとともに、我が国

経済の活性化や国民生活の質の向上を図る。

２．施策の背景・概要

我が国の製造業は、ＧＤＰの約２割、就業者数の約

２割を占めるだけでなく、研究開発費の約９割、貿易

輸出額の約９割を担っており、我が国経済の持続的な

発展に非常に重要な役割を果たしている。また、我が

国ものづくり企業は、世界や東アジアの成長を牽引す

るリーディング産業を創出・形成しており、ものづく

り産業の振興は日本経済ひいては世界経済の発展にと

って必要不可欠である。一方で、我が国製造業は、グ

ローバル化による国際的な機能分業の進展、環境・資

源制約の高まり、急速な少子高齢化と労働力不足等の

大きな構造変化に直面している。

こうした中、各国では、官民合同のイノベーション

創出強化に向けた政策を強めるなど、製造業の国際競

争力強化に向けた取組の競争が激化してきており、我

が国においても、先進的な技術開発やものづくりの高

付加価値・差別化の活動の促進を図るなどにより、官

民が一体となり我が国が世界のイノベーションセンタ

ーとして発展していくことが、我が国経済・社会の発

展のために重要である。

以上のような背景を踏まえ、より具体的には以下の

4 つの柱を中心に、我が国製造業の国際競争力の強化

に向けた施策を着実に推進していくことが必要である。

（１）イノベーションの推進による新産業群の創出

ロボット等に加え、次世代環境航空機、先端的宇

宙システム、次世代自動車、医療機器といった極め

て高い信頼性が必要とされ、製造業全体への波及効

果の高い「高信頼性産業」分野に関する技術開発や

環境整備を進めることで、次世代を担う新産業を創

造する。

（２）生活文化産業の高付加価値化・差別化の実現

ファッションや日用品といった生活文化産業につ

いて、我が国の高い技術と、伝統的な匠の技や美意

識など日本ならではの感性を最大限活かしつつ、新

たな高付加価値化と差別化を実現する。また、アジ

ア・世界に対する情報発信力・ブランド力の強化を

図ることで、生活文化産業を国際競争力のある産業

へと転換する。

（３）安全・安心で持続可能な社会の実現

国民が安全・安心・快適な生活を営める生活環境

を創出する。また、地球環境対策の推進による持続

可能な社会の実現に向けて、経済成長と温室効果ガ

スの排出削減の双方の実現を目指す。

（４）ものづくり人材の育成

ものづくりの中核をになう人材、伝統的・文化的

な「技」を支えてきた熟練人材や、今後を担う若年

人材と各世代を担う優秀な人材を確保・育成すると

ともに、ものづくりに対する国民の意欲を高める。

ものづくり産業振興施策

■生活者の共感・感動を得ることで顕在化
する商品・サービスの価値、「感性価値」
の創造促進
■アジア・世界に対する情報発信力、ブラ
ンド力の強化

○感性価値創造活動促進
○生活関連産業ブランド育成事業
○「東京発 日本ファッション・ウィーク」等
の実施 等

■製造現場のものづくりや
伝統的な匠の技を支える
人材の確保・育成
○ものづくり日本大賞関連
実施事業

■高度な部品・材料産業の強化
高度な部品・材料の開発を推し進め、我が国
経済・産業の国際競争力の維持・強化。

○新産業創造高度部材基盤技術開発

等

■潜在的新産業群創出
極めて高い信頼性が必要とされ、製造業全体への
波及効果の高い「高信頼性産業」における技術開
発や環境整備を官民一体となって推進。

○次世代環境航空機の研究開発
○小型化等による先進的宇宙システム
の研究開発

○ハイパースペクトルセンサ等の研究開発
○幹細胞産業応用促進技術開発
○エネルギーＩＴＳ推進事業

等

技術開発基盤の強化・イノベーションの促進 生活創造産業の育成
（ブランド化）

ものづくり人材の育成 環境問題解決や安全・安心な経済社会の構築を実現するものづくりの実現

高温超電導ケーブル

フレキシブル
電子ペーパー

内閣総理大臣賞 「不焼成漆喰セラミックの開発」

■安全・安心な経済社会の構築

○生活支援ロボット実用化プロジェクト

○車載ＩＴシステムを活用した緊急医療体制整備
○化学物質規制対策事業
○安全知識循環型社会構築事業 等

■環境問題解決のための革新的エネルギー技術
開発の推進等

○環境調和型製鉄プロセス技術開発
○希少金属代替材料開発プロジェクト
○省エネ用炭素繊維複合材技術開発
○グリーン・サステイナブル・ケミカルプロセス
基盤技術開発

等

生活支援ロボット

高性能小型衛星



３．具体的な目標とその進捗状況

Ｈ１７年 Ｈ１８年 Ｈ１９年 Ｈ２０年 目標値（Ｈ２７年）

製造業付加価値額（実質：兆円）※１

（２００４年比伸び率）
121.6 125.8 130.4 （調査中）

142兆円

（H16年比25％増）

新世代知能ロボット※２市場規模

（実質：兆円）
0.7 0.7 （調査中） （調査中） 3.1兆円※２

次世代自動車に関する性能・コストの改善

・自動車用バッテリー NA １ NA

高性能化、低価格化を目

指した技術開発プロジ

ェクトを実施
性能1.5、価格：1/7

・燃料電池 NA
航続距離

300km
NA

航続距離500kmを

実現

航続距離400km
(2010年) ※３

・クリーンディーゼル乗用車 NA NA NA
ガソリン車並みの
排ガス性能を実現

ガソリン車並の性
能・価格実現（2010

年）

※１ 内閣府「国民経済計算」における経済活動別国内生産（実質；連鎖方式；2000年基準）による。 ※２ 産業用ロボット及び生活、医療・

福祉、公共分野の次世代ロボットを合計した値 ※３ 目標数値を検証予定。

４．施策に対する投入コスト

H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度

総予算額（億円） ７６ １０８ １１４ １０３

総予算執行額（億円） ６７ １００ 執行中

実施体制（人） ２６２ ２５６ ２５４

（注）予算については、再掲事業及び平成１８年度以前に終了した事業を除く。なお、平成１８年度に施策の整理を行ったため、平成１７年

度以前の総予算額及び執行額は把握できない。実施体制については、８月時点の数値。

５．これまでの成果と平成２１年度の施策展開

＜これまでの成果＞

航空機、自動車、ロボット、ナノテク、バイオ分野

等我が国製造業の発展に不可欠な重要分野におけるイ

ノベーションの創出に向けた研究開発プロジェクトの

推進、事業環境の整備等に取り組んだ。

さらに、平成２０年度～２２年度を「感性価値創造

イヤー」と名付け、平成２０年度から国内外各地でセ

ミナーや「感性価値創造フェア」の開催を行った。生

活者の感性に働きかけ共感・感動を得ることで顕在化

する商品・サービスの価値（「感性価値」）の創造を促

進した。また、2005 年から実施している「東京発 日

本ファッション・ウィーク」等を通じて、国際的なブ

ランドの構築と発信力の強化を図った。

＜平成２１年度の施策展開＞

我が国経済の原動力である製造業は、比較的好調な

動向を維持しつつも、人口減少に伴う国内市場の縮小、

団塊世代の大量退職、環境・エネルギー制約の高まり、

アジア諸国等の急速なキャッチアップなどの状況に直

面している。以上のような現状を踏まえ、経済産業省

は、平成２１年度においては、以下の施策を展開する。

次世代環境航空機を始めとした、極めて高い信頼性

が必要とされ、製造業全体への波及効果の高い「高信

頼性産業」における技術開発や環境整備を官民一体と

なって推進する。例えば、生活支援ロボットの実用化

に向けて、対人安全技術の開発・実証等に取り組む。

また、「Cool Earth 50」における「世界全体の排出量

を現状から 2050 年までに半減」という長期目標の達

成に向け、経済成長と温室効果ガスの排出削減の双方

を同時に達成できる革新的エネルギー技術の開発を推

進するとともに、京都議定書目標達成のため、省エネ・

新エネ対策を強化する。

さらに、「感性価値」の創造を促進するため、「感性

価値創造フェア」の開催や「東京発 日本ファッショ

ン・ウィーク」への支援等を実施する。

併せて、我が国の製造業の知的創造活動から生まれ

る知的財産を保護する国際的な取組を確立するととも

に、消費者の安全な配慮したものづくり、化学物質の

適切な管理や活動等の推進を通じて、国民が安心して

生活できる社会を実現する。

加えて、現場を支えるものづくり人材のより一層の

育成・強化を行うため、第３回ものづくり日本大賞を

実施する。



16. 情報産業強化

商務情報政策局 情報政策課／ 課長 鍜治克彦

１．施策の目的

情報経済社会の発展を支える質の高い製品・サービ

スが提供され、次世代の情報経済社会を支える基盤の

構築・発展が図られる上で不可欠な、我が国情報産業

の競争力の強化を図る。

２．施策の背景・概要

情報通信機器・デバイス産業は、国内だけでも約

２５兆円にのぼる市場であり、今後も大きな成長が見

込まれること、また、自動車産業をはじめとするあら

ゆる産業への裨益も大きいことから、この分野におい

て我が国企業が国際競争力を保つことは、我が国全体

の競争力強化や経済成長に大きく資するため、非常に

重要である。

しかしながら、半導体やディスプレイについては、

大幅な税制優遇などで政府の全面的な支援を受けた韓

国企業や台湾企業との厳しい競争、またサーバやネッ

トワーク機器については、軍事予算から政府の研究開

発予算を確保できる米国企業の後塵を拝している状況。

こうした状況を踏まえ、我が国情報産業が、競争関係

にある諸外国企業に対し、経営環境の面で大きな不利

とならないよう、国として必要な条件整備を進める必

要がある。

一方、ソフトウェアは製造業をはじめとするあらゆ

る産業において付加価値の源泉となるとともに、国民

生活の隅々にまで浸透しており、経済社会システム全

体のインフラとなっている。産業競争力強化と国民生

活基盤の安心・安全を担保する観点から、国内ソフト

ウェア産業の強化が重要である。

また、基盤的なソフトウェアのうち、民間企業が通

常の商用ソフトウェアとして提供するものには、欠陥

（バグ）が存在した場合の復旧の困難性が存在し、特

に独占的なソフトウェアである場合には、価格も高止

まりになる傾向があるとともに、セキュリティの上か

らも課題が指摘されている。

さらに、ソフトウェアの開発は、突出した能力を有

する個人やベンチャー企業に依存している。我が国に

おいては、ＩＴ分野に関係するベンチャー・キャピタ

ルの資金量及び審査力は依然として十分でないことか

ら、市場に任せておくと資金調達等の困難性によって

十分に中小ＩＴベンチャー企業や独創性を有する優れ

た個人が発展することが出来ない背景がある。

このような背景を踏まえ、我が国の情報産業の競争

力強化を目指し、以下に掲げる施策を行う。

(1) 我が国情報産業全体の競争力強化を図り、情報通

信機器・デバイス等に関する革新的な技術の確立と

その開発成果の普及

○ 情報家電を始めとする情報通信機器産業の基

幹となる共通基盤技術については、広くその波及

効果などを見極めながら、研究開発を実施するこ

とにより、産業の競争力を強化する。

○ また、地球温暖化問題が世界全体の喫緊の課題

となる中、情報化社会の進展によりＩＴ機器の消

費電力が急増している。他方、ＩＴは、エネルギ

ー利用の効率化に重要な役割を果たしている。

「ＩＴ機器の省エネ」と「ＩＴを活用した社会全

体の省エネ」を軸とした「グリーンＩＴイニシア

ティブ」を推進し、産官学の連携の下、ＩＴ分野

の省エネ技術開発の推進、ＩＴを活用した低環境

負荷経営等の普及啓発を進めていく。

(2) ソフトウェアの品質・信頼性及び生産性向上、開

発に関する産学官の開発リソースの連携強化による

人材育成や技術開発の実現

○ ソフトウェアエンジニアリング手法の高度化

のための取組を主導することにより、産業界や学

界に分散し、埋没しているデータ、知見、人脈な

どの資源を結集させ、ソフトウェアの品質・信頼

性及び生産性の抜本的な向上を図る取組を行う。

○ また、オープンスタンダードの利用を促進する。

さらに、必要な情報を的確に検索・解析するため

の次世代技術を開発し、最適な情報やサービスを

提供できる未来型ビジネスの基盤を構築する。

冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫
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冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫
エアコン

電子レンジ

洗濯機

キッチン

リビング

テレビ

Ｐ
Ｃ

オフィス・書斎

ルータ

・次世代フラット
ディスプレイ

携帯電話

ホームネット
ワーク

ＨＤＤレコーダー

・次世代高効率
ネットワーク

ルータ

・ミドルウェア（相互接続・運用）
・ヒューマンインターフェイス

・次世代半導体

冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫
エアコン

電子レンジ

洗濯機

キッチン

リビング

テレビ

Ｐ
Ｃ

オフィス・書斎

ルータ

・次世代フラット
ディスプレイ

携帯電話

ホームネット
ワーク

ＨＤＤレコーダー

・次世代高効率
ネットワーク

ルータルータ

・ミドルウェア（相互接続・運用）
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情報家電・情報通信機器関連施策の全体像 ソフトウェア開発施策の全体像

【支援対象】

【実
用
化
ま
で
の
期
間
】

個人

中小ＩＴベンチャー
への支援

次世代ソフトウェアの開発
３年から５年後の実用化を目指した
革新的なソフトウェア開発支援

.

オープンソース
ソフトウェアの
開発及び利活用促進

未
踏
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
創
造
事
業

独
創
性
を
有
す
る
優
れ
た
個
人
の
発
掘

企業

１年

３年

５年

産学連携によるソフトウェア工学手法の確立

＜ソフトウェア開発実践＞

＜ソフトウェア開発手法＞

ソフトウェアの品質・信頼性・生産性向上

高信頼な組込みソフト
ウェアの開発支援

中小ＩＴベンチャーを対象とした
ソフトウェアの事業化支援

【平成１８年度で終了】

セキュア
プラット
フォーム
の開発

情報大
航海プ
ロジェ
クト

＜ソフトウェア開発人材＞

高度ＩＴ人材育成メカニズムの構築

高度ＩＴ人材の育成

開発基盤



３．具体的な目標とその進捗状況

４．施策に対する投入コスト

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度

総予算額（億円） ７９．４ １２５．０

総予算執行額（億円） ４９．３ ７３．２ ７４．２ ９６．４

実施体制（人） １２．５ ２２．５ ５７

（注）予算については、運営費交付金及び再掲事業を除く。実施体制については、１０月時点の数値。

５．これまでの成果と平成 21 年度の施策展開

＜これまでの成果＞

半導体の微細化に関して、テクノロジーノード 65

ｎｍのデバイス実現に関する基盤技術を開発し、その

成果を民間研究コンソーシアム等に移転した。平成 18

年度からは､45ｎｍ以細のデバイス実現に必要な革新

的基盤技術を開発している。

我が国産業の国際競争力を維持・強化するために、

産学官が一体となって行っている「情報大航海プロジ

ェクト」においては、開発すべき検索・解析技術の抽

出・整理等を行った。

ソフトウェアエンジニアリングの研究・普及を、企

業情報システム、組込みシステム両分野において着実

に進めるとともに、高度な自動車の組込み基盤ソフト

ウェア開発を実施しているところ。

また、我が国として開発すべき検索・解析の共通技

術の構成を特定し、開発体制している。

＜平成 21 年度の施策展開＞

これまでの成果が実用化されつつある現状を踏まえ、

引き続き、我が国が戦略的に取り組むべき重点分野の

絞り込みを行い、実施する。

引き続き、ソフトウェアの信頼性・生産性を向上さ

せるエンジニアリング手法の高度化を図るとともに、

自動車の組込み基盤ソフトウェア開発等を実施する。

「情報大航海プロジェクト」においては、開発して

いる検索・解析技術の共通化・汎用化を行うとともに、

それらをオープンにするための社会基盤の実運用に向

けたスキームの構築に取り組むほか、将来の様々な社

会・生活ニーズに応えられる高機能な半導体実現のた

め、立体構造技術を発展・統合し、これまでにない革

新的な半導体（ドリームチップ）の開発を行う。

また、高度ＩＴ社会の進展により、社会が扱う情報

量が爆発的急増する中で、革新的技術によるＩＴ機器

自体の省エネおよびＩＴによる社会全体の省エネを目

指す「グリーンＩＴ」を推進する。この革新的技術開

発を通じて、我が国ＩＴ産業の省エネ技術の底上げを

図ることにより、国際競争力強化にも寄与する。

(1) 情報家電を始めとする情報通信機器

指標 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 目標値

情報家電音声認識タスク達成率 80％ ー 95％（H21年度）

我が国製品の世界市場シェア（ＨＤＤ） 31.9％ 31.2％ （調査中） （調査中）

我が国製品の世界市場シェア（サーバ） 9.5％ 9.6％ （調査中） （調査中）

我が国製品の世界市場シェア（ルータ） 3.7％ 3.3％ （調査中） （調査中）

(2) 情報サービス・ソフトウェア

指標 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 目標値

有効なソフトウェア工学手法の適用状況

（ソフトウェアエンジニアリングセンタ

ー成果物の累積発行部数：（例））

12,000 20,000 30,000 － 50,000（Ｈ21年度）

次世代情報検索・解析技術の実装ｻｰﾋﾞｽ数 （平成19年度から取組を開始） － ― 10以上（Ｈ23年度）



17. サービス産業強化

商務情報政策局 サービス政策課／課長 田中 茂明

１．施策の目的

少子高齢化やサービス経済化が急速に進展する中で、

サービス産業の効率と質を引き上げ、サービス産業全

体の生産性を向上させることにより、日本経済の持続

的成長を図る。

２．施策の背景・概要

サービス産業は我が国のＧＤＰ及び雇用者数の約７

割を占める規模を持つ重要分野であり、この分野の成

長が我が国経済の持続的発展には必要不可欠である。

また、製造業でも中間投入に占めるサービス産業のウ

ェイトが高まっており、サービス産業の生産性が製造

業の競争力をも大きく左右するようになっている。

他方、サービス産業は「無形性」（目に見えない）、

「同時性」（提供と同時に消滅する）、「新規性・中小企

業性」（市場が若く、中小企業が多い）といった共通特

性を持っており、こうした特性が、グローバルな環境

に晒されていない産業が多い、市場が地域に限られる、

サービスの品質等の情報が消費者等に行き渡りにくい

といった市場環境を引き起こし、サービス産業の生産

性向上の阻害要因となっている。

経済産業省としては、多様なサービス産業に横断的

に活用可能な、生産性向上ツールの開発・普及を重視

し、下記のような取組を進める。

(1) サービスの生産性向上に向けた横断的取組

上記背景を踏まえ、産学官による「サービス産業生

産性協議会」等を活用しつつ、品質の「見える化」、サ

ービス提供プロセスの改善等の横断的取組を進めるこ

とにより、サービス産業の生産性向上を図る。

具体的には、効率化・品質管理のために培われてき

た製造業のノウハウをサービス産業に活用し、経験と

勘に頼るサービス産業に科学的・工学的手法を導入す

ることや、サービスの品質を顧客の視点から業種を超

えて比較できる顧客満足度指数を開発すること、サー

ビスの品質に関する消費者への情報提供を目的として

第三者機関が事業者の認証を行う際のガイドラインを

策定することなどを通じて、消費者の視点から信頼さ

れるサービス市場の構築を進めていく。

(2) 個別サービス分野における取組

少子高齢化やサービス経済化の進展等に伴い、今後

の発展が期待されるサービス産業の各分野における、

需要の創出・拡大、生産性の向上にも、重点的に取り

組む。

(3) サービス産業の国際展開への取組

少子高齢化に伴う人口減少の影響を受けるサービス

業にとって、今後成長が見込まれるアジア等の地域へ

の国際展開は重要な課題。

このため、「グローバル・サービス研究会」を開催し、

サービス産業の国際展開促進によるイノベーションの

実現のため、課題の整理と対応方策の検討を行った。

サービス品質の「見える化」による市場環境の整備

・業種横断的な顧客満足度指数（ＣＳＩ）の開発、普及。
・第三者による品質認証制度の構築。

製造管理ノウハウのサービス分野への導入促進

・製造管理ﾉｳﾊｳの優れた活用方策、適用事例の創出。
・それら成果の普及、啓発によるノウハウの導入促進。

サービス分野における科学的・工学的手法の拡大

・顧客行動のデータや分析に基づく科学的・工学的手
法の確立に向けた基盤技術開発、適用実証を実施。

個別企業の枠を超えたサービス人材の育成

・サービス業界毎又は業種横断的に共通とされるスキ
ル標準の明確化と能力評価制度の構築。

サービス産業における国際展開の促進

・高い経済成長を続けるアジア地域や新興国を対象
にサービス産業の国際展開上の課題について検討。

生産性向上運動の全国展開

・サービス業の生産性向上施策を、地域力連携拠点
等の中小企業施策と連携し、全国展開を進める。

※１ 製造管理ノウハウを活用した先進事例

旅館での「おもてなし」対応の重点
化のため、従来人手をかけていた
バックヤード部門に料理自動搬送
システムを導入し、効率化を実現。

事例１：加賀屋
（石川県 旅館業）

料理搬送ロボット

「来院・受付から会計・帰院まで６
０分」という目標を掲げ、トヨタ生
産方式を導入。６０分以内の患者
の割合は２年間で３８％から８
５％に改善。顧客満足度向上に
着実な成果。

トヨタ方式で改善し
た ナースステー
シ ョン

おもてなしを裏で支える
ロボットの細腕

病院にもカンバン方式

※２ 科学的・工学的アプローチを行っている先進事例

生産性向上のための目標達成に向けて、『「観測」? 「分析」? 「設計」? 「適
用」』の循環を作り出すことを科学的・工学的アプローチと呼ぶ。

ＩＴの導入は単に「観測」のための手段を導入したに過ぎない。サービスにおける
科学的・工学的アプローチでは、「観測結果」をどのように「分析・設計」するかま
で含める。

分析

観測

設計

適用

☆くら寿司の例
来店顧客の
① 滞留時間

② 顧客属性
③ 飲食履歴
の動向解析を行い、調理内容に速やかに反映。

?
廃棄率（在庫）減少

売上増加

←来店顧客の行動観測手段として、IT（QRコードなど）
導入。観測結果を調理内容に活用し、廃棄率を減らし
ているところに「くら寿司」の勝因がある。

くら寿司の成果目標

事例２：いでしたクリニック
（広島県 病院）

サービス産業の生産性向上に向けた横断的取組の全体像



３．具体的な目標とその進捗状況

（１）具体的な目標

平成１８年６月にとりまとめられた「新経済成長戦略」においては、同戦略を中心に最大限の政策努力を行うことにより、
実質GDPが２０１５年度までの間、平均年率２．２％程度で成長することを見込んでいる。このうち、サービス産業活性化
策の具体化によるサービス産業の効率化の進展は、地方経済の活性化、マクロ経済の生産性上昇を促すことにより、概算で
０．４％程度寄与することが見込まれている。

指標 Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度

ＧＤＰ成長率（％） 1.7 3.1 2.3 1.8 3.5

サービス産業（狭義）の寄与分（％） 0.7 0.6 1.2 1.2 0.6

※国民経済計算より作成

サービス産業（狭義）の寄与分は、サービス産業のＧＤＰの増加分/全体のＧＤＰ×１００によって計測

（２）サービス産業生産性向上に関連する取組の普及啓発

指標 H１８年度 H１９年度 H２０年度

H２１年度（目標

値）

「ハイ・サービス日本３００選」の選出数 0 47 92 161

４．施策に対する投入コスト

H１７年度 H１８年度 H１９年度 H２０年度 H２１年度

総予算額（億円） 31.5 41.6 29.8 24.2 20

総予算執行額（億円） 29.1 39 26.2 （執行中）

実施体制（人） 32 44 41

（注）予算については、再掲事業を除く。実施体制については、Ｈ２０年８月時点の数値。

５．これまでの成果と平成２１年度の施策展開
＜これまでの成果＞

経済産業省におけるサービス産業政策は、特定の重

点サービス分野に着目し、産業創出や人材育成等の取

組を支援してきたが、一方で、産業全体に対する横断

的施策についての取組が十分でなかった。

そうした中、平成１９年５月には、産学官が協力し

てサービス産業界がかかえる多様な課題に取り組む共

通のプラットホームとして、産業界が中心となって「サ

ービス産業生産性協議会」を設立した。

平成２０年度にはサービス産業生産性協議会の活動

を中心に、サービス品質の可視化、サービス産業への

科学的・工学的手法の応用等を通じて、サービス産業

横断的な課題解決に取り組んだ。

＜平成２１年度の施策展開＞

これまで「サービス産業生産性協議会」での活動を通

じて蓄積してきたベストプラクティスを全国隅々まで

浸透させることで、各事業者に「気づき」を与え、先

進事業者の手法を実際の事業の中で実践することによ

り、サービス産業全体の底上げを実現する。

また、企業の生産性向上のための一つの方策である

海外展開に当たり、展開先で円滑な人材活用や店舗展

開を可能とするため、サービス産業に横断的な人材育

成に資するカリキュラム（各種法体系の整理や店舗運

営上の課題整理 等）の構築を行う。

さらに、「グローバル・サービス研究会」での提言を

踏まえ、サービス産業生産性協議会内に「グローバル・

サービス・フォーラム」を設置する。フォーラムでは、

国際展開に係るベストプラクティスや海外消費市場の

情報共有を進め、サービス業の国際展開を促進する。

一方、サービス産業の個別分野に関しては、集客・

交流サービスでは、地域の特色ある産業や工場、商店

街等の幅広い関係者の参画を得て、独自の差別化戦略

を構築し、広域的かつ総合的に行われる取組を支援す

ることとする。これにより、同時に中小企業の観光・

集客サービス化による高付加価値化を図るとともに、

地域経済の活性化に貢献していく。

また、医療・介護サービス分野においては、個人が

自らの健康状態を把握し、健康への投資を積極的に行

う環境の整備や企業と健保組合の従業員への健康投資

の推進等を推進していく。また、早期診断・早期治療

の実現や患者の生活の質（ＱＯＬ：Quality of Life）向

上に資する革新的医療機器や優れた技術や創意工夫の

ある福祉用具の開発・普及等を通じて、医療サービス

や福祉サービスの質の向上・効率化を進めていく。



18. コンテンツ産業強化

商務情報政策局 サービス政策課／ 課長 田中 茂明

文化情報関連産業課／ 課長 村上 敬亮

１．施策の目的

世界的な成長が期待されるコンテンツ産業の国際展

開、生産性向上を推進し、市場規模の拡大と雇用創出

を図る。

２．施策の背景・概要

(1)コンテンツ産業の現状

日本のコンテンツ産業の国内市場規模は、１３．８

兆円(2007 年)であり、米国に次ぐ世界第２位の大きな

市場（世界市場にしめる比率は約７．６％）である。

しかし、市場成長率を見ると、世界のコンテンツ市

場は、最近６年間で４３．８％。対する日本市場は３．

８％と、大きく劣後している。

また、我が国コンテンツ産業の売上に占める輸出比

率は１．９％であり、米国の１７．８％には遠く及ば

ず、内需依存型構造が継続している。

また、アジア諸国では、コンテンツ市場規模が、Ｇ

ＤＰの成長率を遙かに上回る比率で成長している。我

が国コンテンツ市場の拡大を実現するためにも、成長

するアジア市場の獲得は重要な課題である。

(2)コンテンツ産業政策

①コンテンツ産業のアジア等グローバル展開を後押し

するための施策

我が国コンテンツの海外展開を促進するため、コン

テンツ国際取引市場の強化、国際共同製作基盤整備、

国際的な人材ネットワーク構築等を支援する。

②コンテンツ市場の発掘・拡大を促すための施策

１）コンテンツを活用した地域振興の促進

地域が有するコンテンツを活用し、映像等の表

現力を活用して国内外に発信する。

２）デジタルコンテンツの流通の促進

デジタルコンテンツの流通を促進し、クリエー

タへの利益還元を行う。映像コンテンツのインタ

ーネット上の流通を想定した新しいビジネス・フ

ォーマットのあり方を検証する。

・コンテンツ国際取引市場の強化
→「JAPAN国際コンテンツフェスティバル」開催等
により、アジア最大の国際市場を目指し、
我が国コンテンツ産業の国際展開を支援

・国際共同製作支援
→コンテンツの共同製作による海外展開促進

・国際的な人材交流・育成の促進
→世界に通用する若手人材の育成

コンテンツ産業のアジア展開支援

２０１５年度までに
コンテンツの
市場規模を
５兆円拡大
（１４兆→１９兆）

※「経済成長戦略大綱」
（平成２０年６月２７日改定）

ア
ジ
ア
に
お
け
る
コ
ン
テ
ン
ツ
取
引
の
ハ
ブ
へ

日
本
コ
ン
テ
ン
ツ
の
ア
ジ
ア
市
場
へ
の
浸
透

目 標

新たなコンテンツ市場の発掘・拡大

を促すための施策

・コンテンツを活用した地域振興の促進
→地域発コンテンツを活用したビジネス化支援

新
た
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
流
通
量
増
加

（
地
域
発
・
多
様
な
流
通
経
路
向
け
コ
ン
テ
ン
ツ
等
）

コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
の
担
い
手
の
増
加

・デジタルコンテンツの流通を促進
（クリエイターへの利益還元促進のための施策）

→収益性の確保とインターネットの特徴を生か
した新たなビジネスフォーマットのあり方を実証



３．具体的な目標とその進捗状況

（注）コンテンツ産業、デジタルコンテンツ産業の市場規模と海外依存度は、H16年、Ｈ17年、H18年の数値。

４．施策に対する投入コスト

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度

総予算額（億円） ９．７ １９．６ １７．０ １８．７

総予算執行額（億円） ８．４ ８．５ １９．５

実施体制（人） １５ １６ １８ １８

（注）予算については、再掲事業を除く。実施体制については、2月時点の数値。

５．これまでの成果と平成２１年度の施策展開

＜これまでの成果＞

○アジア・コンテンツ・イニシアティブの策定

平成１９年５月に取りまとめられた「アジア経

済・環境共同体」構想を踏まえ、昨年７月に「アジ

ア・コンテンツ・イニシアティブ」を策定した。こ

れを受け、アジア地域のコンテンツ業界の産官の代

表者を集めた「アジア・コンテンツ・ビジネスサミ

ット」キックオフ会合を開催し、来年度の本会合に

向け、今後の方向性等の議論を行った。

○JAPAN 国際コンテンツフェスティバル（愛称コ・フ

ェスタの開催

「コ・フェスタ２００８」では、約８３万人の動

員を記録するとともに国内外の要人が集結した。

コンテンツ国際取引マーケット（ＴＩＦＦＣＯＭ）

については、国際ドラマフェスティバルの連携を図

り、過去最大の来場者数（１９，８４３名）を記録。

日本の家庭用ゲーム産業の発展に寄与したと評価

される人物及び団体を表彰する「日本ゲーム大賞」

を創設した。

○国際共同製作の促進

「J-Pitch」事業を通じ、２年間で１７件の共同製

作案件が成立した。そのうち「東京ソナタ」（香港、

オランダとの合作）については、昨年のカンヌ国際

映画祭で「ある視点」部門審査委員賞を受賞した。

○地域コンテンツの活用

対内直接投資の呼び込みや観光客誘致等を目的と

した「地域資源活用型ビジネス国際展開事業」を実

施し、地域コンテンツの国内外への発信を通じた地

域活性化を図った。

○模倣品・海賊版対策強化事業

エンフォースメント支援、正規版流通環境整備等

の海賊版対策事業を実施。取り締まり件数の増加（２

００５年１月から２００９年１月までの間で、合計

７，２９８件の摘発、合計５３０万枚の海賊版ＤＶ

Ｄ等の押収、２，３１７名の逮捕）につながってい

る。

＜平成２１年度の施策展開＞

「アジア・コンテンツ・ビジネスサミット」の本会

合の開催を通じ、アジア地域のコンテンツの流通を促

進する。

また、コ・フェスタの内容の分野横断的な充実と拡

大を行い、我が国コンテンツの発進力の強化を行う。

あわせて、海賊版対策支援と正規版流通事業を行い、

海外のコンテンツ流通に関する市場整備を行う。

■ コンテンツ産業の市場規模の飛躍的拡大（市場規模約20兆円、（平成27年度））

指標 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度
目標値

（H27年度）

コンテンツ産業

市場規模（兆円）
約13.9

(うち海外0.3)

約14.0

(うち海外0.4)
約13.8 調査中

約18.1

(うち海外1.2)

雇用規模 約200万人

海外市場依存度 2.1％ 2.7％ 6.4％

デジタルコンテンツ 市場規模（億円） 約2.6 約2.6 約2.7 6.3（H22年度）

海賊版対策
被害相談件数 98件 89件 調査中

摘発件数 1,148件 2,250件 調査中



19. 化学物質管理

製造産業局 参事官室／ 参事官 宮川 正

化学物質管理課／ 課長 福島 洋

１．施策の目的
透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順と

リスク管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環

境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で、使用、

生産されることを 2020 年までに達成する。

２．施策の背景・概要
化学物質は、あらゆる産業の製造プロセスや製品に

とって不可欠なものであり、その特性から、国民生活

の質的向上に不可欠な機能、品質等を製品に付加して

いる。他方、化学物質の中には固有の有害性を有する

ものが存在し、一面では人の健康、環境に甚大な影響

を与え得るものと言える。このため、健全な社会経済

の発展のためには、化学物質の製造、使用等について

の適切な管理・監視が求められ、科学的知見に基づく

効率的な化学物質管理体制を構築することが重要であ

る。

これらの実現のため、以下３分野における施策を展

開する。

(1) （狭義の）化学物質管理分野

様々な便益をもたらす化学物質の活用による産業の

活性化や生活の質的向上が実現すると同時に、人の健

康や環境生物の生息に対する化学物質の影響が適切に

管理されるよう、その科学的・国際的な動向と整合さ

せつつ、①我が国における化学物質上市前事前審査・

使用規制、自主管理、情報開示等の法的枠組を整備・

運用すると共に、②その基盤となる科学的知見を充実

させ、それを基に国内外の産業、行政、市民等関係者

においてリスクベースの考え方や手法を浸透させるこ

とにより、企業等における化学物質の適正管理を促進

する。

(2) 化学物質危機管理分野

化学兵器の廃絶と不拡散を目的とした化学兵器禁止

条約の国内実施法である「化学兵器の禁止及び特定化

学物質の規制等に関する法律（化学兵器禁止法）」の適

確な施行等により、化学兵器に転用できる化学物質等

について必要な管理を行う。また、化学兵器禁止法の

規制物質を取り扱っている事業所等が国民保護法の枠

組みで危険物質等取扱所に指定されていることから、

国民保護措置の実施、危機管理体制の構築等に必要と

される体制・環境を整備する。

(3) フロン等に係るオゾン層保護・地球温暖化防止対

策の推進

「モントリオール議定書」に基づくオゾン層破壊物

質の削減と、その代替のための導入された代替フロン

（京都議定書対象物質）が抱える地球温暖化効果の防

止のため、産業界の取組と連携して、種々の排出抑制

策を講じる。具体的には、「特定物質の規制等によるオ

ゾン層の保護に関する法律（オゾン層保護法）」に基づ

き、オゾン層破壊物質の生産量等の段階的削減をモン

トリオール議定書のスケジュールどおりに実施する。

また、代替フロン等３ガスの排出量を、京都議定書目

標達成計画の目標値に抑える。

（政策対象）

・化学物質の製造・利用
・化学物質の開発
・化学物質を利用した製品の開発・製造

・医薬・化粧品・洗剤・油脂、染料・塗料・接着剤、合成樹脂・合成繊維、半導体・液
晶・プリント基盤、基礎素材添加剤、電気機械、その他対象製品（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ加工等）、
輸送機械、ゴム製品、建設土木、繊維、紙パ・印刷等

（目的） 化学物質のリスク評価と適切な管理

（化審法、化管法、産業界の自主的取組、フロン等の規制、化学兵器・麻薬原料等の規制）（手段）

（政策基盤）

科学的知見の充実等 ○化学物質の安全性に関する情報収集
○リスク評価及び評価手法開発
○リスク削減技術開発

○フロン等代替物質・代替技術の開発

○化学兵器関連物質ＤＢの構築

○化学兵器・麻薬原料物質に関する知見
の蓄積

安全確保 信頼性確保

国際協調
○ＯＥＣＤ化学品ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる国際協調

○ＰＯＰｓ条約（ＰＣＢ等の残留性有機汚染物質の規制）２００４年５月発効

○ＰＩＣ条約（農薬等３７物質の輸入時の事前了解及び国内最終規制対象物質の輸

出時の輸入国への通報を義務化）

２００４年２月発効（我が国には同年９月に効力発生）
○ＧＨＳ（化学品の分類及び表示の世界調和システム）２００６年実施（ＡＰＥＣ目標）２
００８年完全実施（国連目標）

○ＷＳＳＤ（２００２）
・化学物質の管理・実施措置についてリオ宣言の１５原則に定める予防的方策
（precautionary  approach）を考慮することを確認

○気候変動枠組み条約締結国会合（ＣＯＰ）

○モントリオール議定書締約国会合

○化学兵器禁止条約締約国会合

○国連麻薬委員会

予防的方策：

化 学 物 質 管 理 政 策 体 系（政策対象）

・化学物質の製造・利用
・化学物質の開発
・化学物質を利用した製品の開発・製造

・医薬・化粧品・洗剤・油脂、染料・塗料・接着剤、合成樹脂・合成繊維、半導体・液
晶・プリント基盤、基礎素材添加剤、電気機械、その他対象製品（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ加工等）、
輸送機械、ゴム製品、建設土木、繊維、紙パ・印刷等

（目的） 化学物質のリスク評価と適切な管理

（化審法、化管法、産業界の自主的取組、フロン等の規制、化学兵器・麻薬原料等の規制）（手段）

（政策基盤）

科学的知見の充実等 ○化学物質の安全性に関する情報収集
○リスク評価及び評価手法開発
○リスク削減技術開発

○フロン等代替物質・代替技術の開発

○化学兵器関連物質ＤＢの構築

○化学兵器・麻薬原料物質に関する知見
の蓄積

安全確保 信頼性確保

国際協調
○ＯＥＣＤ化学品ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる国際協調

○ＰＯＰｓ条約（ＰＣＢ等の残留性有機汚染物質の規制）２００４年５月発効

○ＰＩＣ条約（農薬等３７物質の輸入時の事前了解及び国内最終規制対象物質の輸

出時の輸入国への通報を義務化）

２００４年２月発効（我が国には同年９月に効力発生）
○ＧＨＳ（化学品の分類及び表示の世界調和システム）２００６年実施（ＡＰＥＣ目標）２
００８年完全実施（国連目標）

○ＷＳＳＤ（２００２）
・化学物質の管理・実施措置についてリオ宣言の１５原則に定める予防的方策
（precautionary  approach）を考慮することを確認

○気候変動枠組み条約締結国会合（ＣＯＰ）

○モントリオール議定書締約国会合

○化学兵器禁止条約締約国会合

○国連麻薬委員会

予防的方策：

化 学 物 質 管 理 政 策 体 系（政策対象）

・化学物質の製造・利用
・化学物質の開発
・化学物質を利用した製品の開発・製造

・医薬・化粧品・洗剤・油脂、染料・塗料・接着剤、合成樹脂・合成繊維、半導体・液
晶・プリント基盤、基礎素材添加剤、電気機械、その他対象製品（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ加工等）、
輸送機械、ゴム製品、建設土木、繊維、紙パ・印刷等

（目的） 化学物質のリスク評価と適切な管理

（化審法、化管法、産業界の自主的取組、フロン等の規制、化学兵器・麻薬原料等の規制）（手段）

（政策基盤）

科学的知見の充実等 ○化学物質の安全性に関する情報収集
○リスク評価及び評価手法開発
○リスク削減技術開発

○フロン等代替物質・代替技術の開発

○化学兵器関連物質ＤＢの構築

○化学兵器・麻薬原料物質に関する知見
の蓄積

安全確保 信頼性確保

国際協調
○ＯＥＣＤ化学品ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる国際協調

○ＰＯＰｓ条約（ＰＣＢ等の残留性有機汚染物質の規制）２００４年５月発効

○ＰＩＣ条約（農薬等３７物質の輸入時の事前了解及び国内最終規制対象物質の輸

出時の輸入国への通報を義務化）

２００４年２月発効（我が国には同年９月に効力発生）
○ＧＨＳ（化学品の分類及び表示の世界調和システム）２００６年実施（ＡＰＥＣ目標）２
００８年完全実施（国連目標）

○ＷＳＳＤ（２００２）
・化学物質の管理・実施措置についてリオ宣言の１５原則に定める予防的方策
（precautionary  approach）を考慮することを確認

○気候変動枠組み条約締結国会合（ＣＯＰ）

○モントリオール議定書締約国会合

○化学兵器禁止条約締約国会合

○国連麻薬委員会

予防的方策：

化 学 物 質 管 理 政 策 体 系



３．具体的な目標とその進捗状況

４．施策に対する投入コスト

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度

総予算額（億円） １１．５ １１．５ １１．９ ９．９ １１．５

総予算執行額（億円） １０．８ １１．０ １０．７ （執行中）

実施体制（人） ３９ ３９ ３９

（注）予算については、再掲事業を除く。

５．これまでの成果と平成２１年度の施策展開

＜これまでの成果＞

これまでに、累次に亘る制度の見直しや新たな制度

の制定等により、化審法に基づく市場導入前の事前審

査規制等の高度化や、「特定化学物質の環境への排出量

の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管

法）」に基づく排出把握管理等の自主管理の促進等が進

められている。

一方、国際的には、すべての化学物質による人及び

環境への影響を 2020 年までに最小化することが環境

サミットで合意され、その後、欧州ではすべての化学

物質を対象とした規制が 2008 年に施行されるなど、

化学物質管理を巡る状況は大きく変化しつつある。

これらの状況変化に適切に対応するべく検討を行い、

包括的な化学物質管理の実施によって、有害化学物質

による人や動植物への悪影響を防止するために化学物

質の安全性評価に係る措置を見直すとともに、国際的

動向を踏まえた規制合理化のための措置等を講ずるた

めの化審法改正法案が2009年2月に閣議決定された。

また、化管法については、対象物質の見直しに関する

検討を行い、2008 年 11 月に改正政令が閣議決定され

た。

＜平成２１年度の施策展開＞

これまでの取組を着実に推進するとともに、化審法

について、リスク評価手法の確立等、具体的な実施方

法の検討を進める。また、化管法については、新たに

追加された対象物質に関する周知などを促進する。

化学兵器禁止法については、引き続き的確な施行を

実施するとともに、テロなどによる脅迫・破壊行為を

想定した化学プラントの体制・装備の強化といった危

機管理対策を実施していく。

さらに、冷凍空調機器や断熱材における温室効果の

低いガスを用いた技術開発の推進、代替フロンを含有

する製品における「見える化」の推進、先導的な排出

抑制の取組に対する支援、「特定製品に係るフロン類の

回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回

収破壊法）」施行の一層の徹底、ポスト京都議定書交渉

への的確な対応等を推進する。

(1) （狭義の）化学物質管理分野

指標 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 目標値

化学物質審査規制法施行に伴う審査件数

（新規化学物質届出件数／

少量新規化学物質届出件数）

443件

15,923件

482件

17,687件

573件

19,641件

（調査中）

化学物質排出把握管理促進法施行に伴う登録件数

（届出事業所数／届出総排出量／届出総移動量）

40,796

25.9万トン

23.1万トン

40,942

24.5万トン

22.4万トン

40,725

23.4万トン

22.3万トン

（調査中）

(2) 化学物質危機管理分野

指標 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 目標値

化学物質禁止法に基づく国際査察立会い・

立入検査実施事業所数
33 23 30 （調査中）

(3) フロン等に係るオゾン層保護・地球温暖化防止対策の推進（再掲）

指標 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 目標値

オゾン層保護法施行に伴う対象物質削減状況

（ﾊｲﾄﾞﾛｸﾛﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ（HCFC）消費量）
1,118 ODP ﾄﾝ 754 ODP ﾄﾝ 736 ODP ﾄﾝ （調査中）

温暖化防止に係る代替ﾌﾛﾝ等３ｶﾞｽ排出状況
18.8百万ﾄﾝ-CO2

（暦年）

19.0百万ﾄﾝ-CO2

（暦年）

17.4百万ﾄﾝ-CO2

（暦年）
（調査中）




